
 

ビジョン委員会研修会 
  

令和２年度 
 

ググルルーーププ分分けけののたためめのの研研修修会会  

 
１ 日 時：令和２年９月13日（日） 13：00～16:00 

２ 場 所：西宮市大学交流センター 

 ３ 内 容： 

① 密にならないコミュケーションワークショップ 

講師：兵庫県立ピッコロ劇団員 本田 千恵子 氏 

② ビジョンに描かれた将来像とwithコロナのビジョン委員活動  

講師：専門委員 久 隆浩 氏（近畿大学総合社会学部教授） 

③ グループに分かれての話し合い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グループ活動予定・活動報告 

・「ビジョン通信」掲載内容 

 ・活動記録集掲載内容 

 ３ ZOOM研修の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ははじじめめててののZZoooomm体体験験会会（（リリーードドああししやや主主催催））  

 
１ 日 時：令和２年12月19日（土） 

クラス①…14:00～14:45 クラス②…15:00～15:45 

２ 場 所：リードあしや １階オープンスペース（芦屋市公光町５－８） 

３ 内 容： 

 ・Zoomアプリケーションソフトのパソコンまたはスマートフォンへのインストール方法 

 ・Zoomを使っての模擬会議…各自のメールアドレスに送信したZoom招待状からの参加方法 

    ・Zoom会議での機能確認 など 

 ※甲南高校ボランティア委員会の生徒が指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZoooomm体体験験会会（（オオンンラライインン））  

 

１ 日 時：令和３年１月10日（日）15:00～17:30  

２ 場 所：オンライン会議システム「Zoom」 

３ 内 容：Zoomでオンラインイベントを主催する際の、操作方法やコツ、オンラインでの 

話し合いを意義のあるものにする秘訣を学ぶ 

 ４ 講 師：NPO法人Co.to.hana コミュニティデザイナー 

 丸毛幸太郎氏 

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所研究員  

細川千夏氏                           

 

テテーーブブルルフファァシシリリテテーーシショョンン研研修修  

 

１ 日 時：令和３年１月31日（日） 13:30～16:00 

２ 場 所：尼崎市総合文化センター第２会議室（尼崎市昭和通２丁目７－16） 

 ３ 内 容：グループでの話し合いを活発にし、意見集約をスムーズに運ぶための技術を学 

びます。話し合いの進行役をする人はもちろん話し合いに参加する側の人にも 

役立つ研修です。 

４ 講 師：NPO法人Co.to.hana コミュニティデザイナー     丸毛幸太郎氏 

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所研究員 細川千夏氏 
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ビジョン委員会研修会
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ビジョン委員会研修会



 

令和３年度 

  

夢夢会会議議リリハハーーササルル（（ハハイイブブリリッッドド開開催催研研修修））  

 

１ 日 時：令和３年６月26日（土）9:30～12:00 

２ 場 所：①オンライン会議システム「Zoom」 

       ②リードあしやＣ・Ｄ会議室（芦屋市公光町５－８） 

３ 内 容：下の４つのテーマごとのグループに分かれ、2050年に実現していたい地域の姿と 

そのために様々な主体（県民、行政、NPO等）が何をすべきかを話し合い、地域の 

未来を描く年表を作成。（オンライン参加者はグーグルスライドを使って、リード 

あしや会場参加者は模造紙にアイデアを書いた付箋を貼り付けて作成） 

 テーマ 具体的な討議の例 

① 住みたい、訪れたいまち 阪神地域への定住・移住、二拠点居住、地域の魅力発信   等 

② 子育て、学び 子育て、子どもの育ち、学校教育、社会に出てからの学び 等 

③ 多様な働き方 リモートワーク、副業、起業（仕事を創る） 等 

④ 地域とのつながり 地域コミュニティ、多世代交流、多文化共生 等 

４ 講 師：NPO法人Co.to.hana コミュニティデザイナー 丸毛幸太郎氏 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

夢夢会会議議リリハハーーササルル  

 

１ 日 時：令和３年７月17日（土）10:00～12:30 

２ 場 所：オンライン会議システム「Zoom」  

３ 内 容：阪神地域夢会議（未来フォーラム）のグループワークを、再度ビジョン委員で体験 

         ※グーグルスライドを使わない方法でグループワークを実施 

 ４ 講 師：NPO法人Co.to.hana コミュニティデザイナー 丸毛幸太郎氏 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

企画部会・連絡調整会議 
 

企企画画部部会会ででのの検検討討・・討討議議内内容容  

・委員会運営方針 

・夢会議の企画運営、意見交換会の実施方法等 

・専門委員他による講演、研修 

・阪神南地域ビジョン委員のスキルアップ 

・コロナ禍におけるグループ活動方針デジタルの活用（LINE WORKSの導入） 

・他地域ビジョン委員との交流会 

 ・活動記録集掲載内容 

 

連連絡絡調調整整会会議議ででのの検検討討・・討討議議内内容容  

・グループ活動予定・活動報告 

 
運運営営体体制制 

佐久間壮仁（部会長（委員長））、殿村愛一郎（副部会長（副委員長））、佐原由紀子、 

片岡幹雄、植草結樹、村田実、岡本光永 

 

 

 

広広報報部部会会  
  

活活動動方方針針・・計計画画  

阪神南地域ビジョン委員会のグループ実践活動の広がりと地域ビジョンの地域への 

浸透を深めることを目標に活動。 

 

主主なな取取りり組組みみ内内容容  

・阪神南地域ビジョン委員会ＳＮＳの運営 

きめ細かな情報発信を行うため、YouTube及びInstagramページを新たに作成。併せ 

てQRコードを作成し印刷物等に載せることで簡単にサイトへアクセスが可能となり 

グループ活動の広報充実と地域ビジョンの広がりを図った。 

・「ビジョン通信」の作成 

第18号～20号の計３回発行。 

地域ビジョンとグループ活動を、写真を多用してわかりやすく発信することで、効 

果的な広報を展開した。又、夢会議の内容も特集した。 

 ・Zoom研修の開催 

リアルな活動が制限されるなかでZoomによるセミナー開催及び会議の開催等の活用 

方法を学んだ。 

 

運運営営体体制制 

松本和久（部会長）、矢野志織（副部会長）、佐原由紀子、竹嶋政宏、川西真由美 
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ビジョン委員会研修会



 

令和３年度 
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企画部会・連絡調整会議・広報部会の活動
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ビジョン通信 第 18号（内面） 
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企画部会・連絡調整会議・広報部会の活動
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企画部会・連絡調整会議・広報部会の活動



 

 

ビジョン通信 第 19号（外面） 

 

 

  

 

 

ビジョン通信 第 19号（内面） 
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企画部会・連絡調整会議・広報部会の活動
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ビジョン通信 第 19号（内面） 
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企画部会・連絡調整会議・広報部会の活動
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ビジョン通信 第 20号（内面） 
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企画部会・連絡調整会議・広報部会の活動
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ビジョン通信 第 20号（内面） 
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企画部会・連絡調整会議・広報部会の活動



 

 

阪神南地域ビジョン委員会のあゆみ 
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参考資料：阪神南地域ビジョン委員会のあゆみ



 

 

阪神南地域ビジョン委員会のあゆみ 
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参考資料：阪神南地域ビジョン委員会のあゆみ



 

 

 

R     ☆　５つのグループにおける実践活動を展開

2 　　　※新型コロナウイルス蔓延に伴い活動が大幅に制限

年 第 　　　△「阪神南地区夢会議」等延期

度 10 　  ☆　オンラインによる会議、研修、イベントを見据えZoom等のデジタル研修を実施

期
ビ
ジ   　☆　５つのグループにおける実践活動を展開

ョ 　　　※引きつづき9月末までは新型コロナウイルス蔓延に伴い大半の対面での活動が

R ン 　　　　自粛

3 委 　　　　Zoomを中心としたオンラインによる会議やイベントを中心に活動

年 員 　　　　10月より対面での活動再開

度 会   　☆　新地域ビジョン策定への参画

　　　　△「阪神地域夢会議」（未来フォーラム）オンラインメインのハイブリッドに

　　　　　よる開催

　　　　△「阪神南北地域ビジョン委員会意見交換会」オンラインメインのハイブリッ

　　　　　ドによる開催

 
 

 

 

 

阪神南地域ビジョン委員会設置要綱 
 

（目的） 

第１条 「２１世紀兵庫長期ビジョン阪神市民文化社会ビジョン」（以下「ビジョン」と

いう。）を地域の県民の参画と協働により実現していくため、阪神南地域ビジョン委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

  （所掌事務） 

第２条 委員会はビジョン実現に係る次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) ビジョンの普及啓発及びフォローアップに関すること。 

(2) ビジョンに基づく実践活動の検討及び実施に関すること。 

  (3) シンボルプロジェクトの展開に関すること。 

  (4) ビジョンの実現に向けた様々な主体との協働に関すること。 

 (5) その他地域ビジョン実現に向けた取り組みに関すること。 

  (6) ビジョンの策定に関すること 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、地域ビジョン委員（以下「委員」という。）及び専門委員をもって組

織する。 

２ 委員会に、必要に応じ、アドバイザー及びオブザーバー（県職員を除く行政関係者）

を置くことができる。 

３ 専門委員、アドバイザー及びオブザーバーは、兵庫県阪神南県民センター長（以下

「県民センター長」という。）が決定し、知事が委嘱する。 

４ 専門委員は、次に掲げる事項についての役割を担う。 

  (1) 実践活動に関する委員への専門的助言 

  (2) 実践活動の企画・運営に関するコーディネート 

  (3) その他委員会の運営等に関する助言 

５ アドバイザーは、委員会活動の経験を踏まえ、委員会の運営について助言を行う。 

６ オブザーバーは、委員会の運営に関して必要な情報提供や助言を行う。 

７ 専門委員及びアドバイザーが、委員会に出席したとき又は委員会の業務に従事したとき

は、別に定めるところにより、謝金及び旅費を支給する。 

 

（委員の義務） 

第４条 委員は、次に掲げる義務を負う。 

(1) 業務上の地位を政党又は政治的目的、営利的目的若しくは宗教的目的のために利用

しないこと。 

(2) 業務上知り得た秘密をもらさないこと。委員でなくなった後も、また、同様とす

る。 

(3) 活動は、公序良俗に反しない、公正で品位のあるものとすること。 

 

（委員長、副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

４ 委員長は、委員会を総括する。 

５ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは､副委員長がその職務を代理する｡ 
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R     ☆　５つのグループにおける実践活動を展開

2 　　　※新型コロナウイルス蔓延に伴い活動が大幅に制限

年 第 　　　△「阪神南地区夢会議」等延期

度 10 　  ☆　オンラインによる会議、研修、イベントを見据えZoom等のデジタル研修を実施

期
ビ
ジ   　☆　５つのグループにおける実践活動を展開

ョ 　　　※引きつづき9月末までは新型コロナウイルス蔓延に伴い大半の対面での活動が

R ン 　　　　自粛

3 委 　　　　Zoomを中心としたオンラインによる会議やイベントを中心に活動

年 員 　　　　10月より対面での活動再開

度 会   　☆　新地域ビジョン策定への参画

　　　　△「阪神地域夢会議」（未来フォーラム）オンラインメインのハイブリッドに

　　　　　よる開催

　　　　△「阪神南北地域ビジョン委員会意見交換会」オンラインメインのハイブリッ

　　　　　ドによる開催

 
 

 

 

 

阪神南地域ビジョン委員会設置要綱 
 

（目的） 

第１条 「２１世紀兵庫長期ビジョン阪神市民文化社会ビジョン」（以下「ビジョン」と

いう。）を地域の県民の参画と協働により実現していくため、阪神南地域ビジョン委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

  （所掌事務） 

第２条 委員会はビジョン実現に係る次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) ビジョンの普及啓発及びフォローアップに関すること。 

(2) ビジョンに基づく実践活動の検討及び実施に関すること。 

  (3) シンボルプロジェクトの展開に関すること。 

  (4) ビジョンの実現に向けた様々な主体との協働に関すること。 

 (5) その他地域ビジョン実現に向けた取り組みに関すること。 

  (6) ビジョンの策定に関すること 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、地域ビジョン委員（以下「委員」という。）及び専門委員をもって組

織する。 

２ 委員会に、必要に応じ、アドバイザー及びオブザーバー（県職員を除く行政関係者）

を置くことができる。 

３ 専門委員、アドバイザー及びオブザーバーは、兵庫県阪神南県民センター長（以下

「県民センター長」という。）が決定し、知事が委嘱する。 

４ 専門委員は、次に掲げる事項についての役割を担う。 

  (1) 実践活動に関する委員への専門的助言 

  (2) 実践活動の企画・運営に関するコーディネート 

  (3) その他委員会の運営等に関する助言 

５ アドバイザーは、委員会活動の経験を踏まえ、委員会の運営について助言を行う。 

６ オブザーバーは、委員会の運営に関して必要な情報提供や助言を行う。 

７ 専門委員及びアドバイザーが、委員会に出席したとき又は委員会の業務に従事したとき

は、別に定めるところにより、謝金及び旅費を支給する。 

 

（委員の義務） 

第４条 委員は、次に掲げる義務を負う。 

(1) 業務上の地位を政党又は政治的目的、営利的目的若しくは宗教的目的のために利用

しないこと。 

(2) 業務上知り得た秘密をもらさないこと。委員でなくなった後も、また、同様とす

る。 

(3) 活動は、公序良俗に反しない、公正で品位のあるものとすること。 

 

（委員長、副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

４ 委員長は、委員会を総括する。 

５ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは､副委員長がその職務を代理する｡ 
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（総会等） 

第６条 総会等の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

３ 会議の議長は、他に特段の定めがない限り、委員長が行う。 

  

（企画部会） 

第７条 委員会に、委員会の運営企画等を行うため、企画部会を置く。 

２ 企画部会は、委員長、副委員長、及び県民センターと協議のうえ委員長が指名する委員

で構成し、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長は、委員長が兼務し、副部会長は、副委員長が兼務する。 

４ 部会長は、部会を総括し運営する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。 

 

（広報部会） 

第８条 委員会に、委員会活動に係る総合的な広報活動を行うため、広報部会を置くことが

できる。 

２ 広報部会は、年間の広報計画を企画部会に報告する。 

３ 広報部会は、県民センターと協議のうえ委員長が指名する委員で構成する。 

４ 広報部会に、部会長及び副部会長を置く。 

５ 部会長は、委員長が指名する。 

６ 副部会長は、広報部会に所属する委員のうちから、部会長が指名する。 

７ 部会長は、部会を総括し運営する。 

８ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。 

 

（活動グループ） 

第９条 委員会に、ビジョン実現に向けた取り組みを行うため、活動グループを置く。 

２ 委員は、いずれかの活動グループを編成し、活動する。 

３ 活動グループに、代表、副代表及び広報委員を置く。 

４ 代表、副代表、及び広報委員は、所属する委員の互選によって定める。 

５ 代表の職務及び活動グループの運営については、第５条第４項及び第６条の規定を準用

する。 

６ 代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、副代表がその職務を代理する。 

 

（連絡調整会議） 

第 10条 活動グループ間の連絡調整等を行うため連絡調整会議を置くことができる。 

２ 連絡調整会議は、各活動グループの代表で構成し、座長及び副座長を置く。 

３ 座長及び副座長は、連絡調整会議に所属する委員の互選によって定める。 

４ 座長の職務及び連絡調整会議の運営については、第５条第４項及び第６条の規定を準用

する。 

５ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。 

 

（庶務） 

第 11条 委員会の庶務は、県民センター県民交流室において処理する。 

２ 活動グループの庶務は、各活動グループにおいて処理する。 

   

 

 

 

 

（補則） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 13 年９月 10日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 14年５月 14日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 15年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 17年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 18年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

２ 平成30年４月１日以降に最初に開かれる委員会については、第６条第１項の規定にかか

わらず、県民センター長が招集する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ 令和２年４月１日以降に最初に開かれる委員会については、第６条第１項の規定にかか

わらず、県民センター長が招集する。 
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（総会等） 

第６条 総会等の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

３ 会議の議長は、他に特段の定めがない限り、委員長が行う。 

  

（企画部会） 

第７条 委員会に、委員会の運営企画等を行うため、企画部会を置く。 

２ 企画部会は、委員長、副委員長、及び県民センターと協議のうえ委員長が指名する委員

で構成し、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長は、委員長が兼務し、副部会長は、副委員長が兼務する。 

４ 部会長は、部会を総括し運営する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。 

 

（広報部会） 

第８条 委員会に、委員会活動に係る総合的な広報活動を行うため、広報部会を置くことが

できる。 

２ 広報部会は、年間の広報計画を企画部会に報告する。 

３ 広報部会は、県民センターと協議のうえ委員長が指名する委員で構成する。 

４ 広報部会に、部会長及び副部会長を置く。 

５ 部会長は、委員長が指名する。 

６ 副部会長は、広報部会に所属する委員のうちから、部会長が指名する。 

７ 部会長は、部会を総括し運営する。 

８ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。 

 

（活動グループ） 

第９条 委員会に、ビジョン実現に向けた取り組みを行うため、活動グループを置く。 

２ 委員は、いずれかの活動グループを編成し、活動する。 

３ 活動グループに、代表、副代表及び広報委員を置く。 

４ 代表、副代表、及び広報委員は、所属する委員の互選によって定める。 

５ 代表の職務及び活動グループの運営については、第５条第４項及び第６条の規定を準用

する。 

６ 代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、副代表がその職務を代理する。 

 

（連絡調整会議） 

第 10条 活動グループ間の連絡調整等を行うため連絡調整会議を置くことができる。 

２ 連絡調整会議は、各活動グループの代表で構成し、座長及び副座長を置く。 

３ 座長及び副座長は、連絡調整会議に所属する委員の互選によって定める。 

４ 座長の職務及び連絡調整会議の運営については、第５条第４項及び第６条の規定を準用

する。 

５ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。 

 

（庶務） 

第 11条 委員会の庶務は、県民センター県民交流室において処理する。 

２ 活動グループの庶務は、各活動グループにおいて処理する。 

   

 

 

 

 

（補則） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 13 年９月 10日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 14年５月 14日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 15年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 17年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 18年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

２ 平成30年４月１日以降に最初に開かれる委員会については、第６条第１項の規定にかか

わらず、県民センター長が招集する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ 令和２年４月１日以降に最初に開かれる委員会については、第６条第１項の規定にかか

わらず、県民センター長が招集する。 
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